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EP 公任

意見

件名；延岡市情報公開審査会委員の委嘱について

情報公開条例か本年 7月 1日から施行されることに伴い、開示決定等に対する不服

申立てを調査審議するための諮問機関〈附属機関〉である延岡市情報公開審査会の委

界を別紙のとおり委嘱したいと思います。
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(1）情報公開審査会の役割

行政文書の開示請求に対する開示決定等〈開示、不開示及び部分開示〉に係る不
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服申立てを調査審議するとともに、情報公開条例の運用に関する重要な事項につい
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て市長の求めに応じて意見を述べること。
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(2）情報公開審査会の委員の定数及び任期
ーー 一ーー..・・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ー・・・ー．司ー・．・・・・・・ーーー
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定数： 5人
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任期： 2年
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(3）情報公開審査会の委員の守秘義務
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情報公開審査会の委員 は、不服申立てに係る行政文書を直接見聞する権能がある
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ため、情報公開条例にお いて守秘義務を課しており、これに違反し て秘密を漏らし
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た場合には、罰則（30万円以下の罰金〉が適用される場合がある 。
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(ti）委員報酬の客員
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日額 7,700円〈当初予算 7,700円 × 5人× 5回 ＝ 192, 500円計上済〉
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(5）今後の予定
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本年 6月中に委員を委嘱し、本市の情報公開制度の説明を行 うなど、事前に準備
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を進める予定です。
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. ....  - - .苧

一一 －・・・・・・・・・－－・・・－－－－一 一一一一ー－．．・・ ・．．・・－. -.・ーー一一一一一←一寸p・・・・．．．・・－・・・・－ －・－－ 一一一一一－--.. －・.....-.一一一一一一，．．・・・－ --－－－－－－－－－－－・・・・・・・・.－一ー一一 ー一一－. －一一・ー・・・・・・・・・・・→一一一ー－．．・・．．．．・ーー．．・・・・・・・・・・・・・・・・・．．・・・・・－．．・ー・ーー一一一

・・・・・・・・・・・・・・ー・一←ー一－－－－－・－十・・・・・・・・－ －ー一一一一一・・．．．．． ．，・・－. -. －・ーーーー一 一一一一一ーー．．・－． ．．・．．．－－ー一一一一一一－.......・・・・－.. 『ーー・・・・・.................-.・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・ ・・・・・・・・・－・・・・． ・．．．．．．．．．．．．．． ． ．． 

・・・・・・・・・・・ー・ー－． ．．．．・－..』一 一一干，ー・・・・・・・・・．．．．・・ー一 一一一一一宇一一 ・ー・・・・・・・・・.......＇・・－・・・・ ・－・－・・ー－ ．・・・．．．ー・ 4・・・・・・・・・・・・・・・ . . .......... . － －－ ・・ e ・・・－－－・・－－．．．，．．．．．・－－・・・・・． ．．．．．．．．．．．． ．． 



No. 
〈所管課） 総務課

一

（審議会等名称〉 延岡市情報公開審査会

1 分類ほきするものに仰をして下8い。）
(0）附属機関

2 根拠法等（法律、通達、条例、綱初刻するものを全て記載して下さい。）

〈 〉懇談会等 延岡市情報公開条例

3 委員名簿 （年齢平成12年4月1日現在）
】色

審議会等に 任 期 来織に

No. Iおする 委員氏名 年齢 役 職 名 等

役職名 就任日 任期満了日 初就任日 よる選任

佐々木龍彦 58歳 ． ． ． ． ． ． 弁護士

2 貫 徳重 61歳 九州保健福祉大学参与 ， 

． ． ． ． ． ． 

3 黒木 繁 58歳 ． ． ． ． ． ． 司法書士

林田ノブ子 68歳 人権擁護委員
』 .＇"JC

． ． ． ． ． ． 
J 

5 藤田朝子 60歳 ． ． ． ． ． ． 主婦

信’『・－、： ~~ ゐ．． ． ． ． ． ． 

． ． ． ． ． ． 

． ． ． ． ． ． 

． ． ． ． ． ． 

． ． ． ． ． ． 

．． ． ． ． ． ． 

． ． ． ． ． ． 

． ． ． ． ． ． 

． ． ． ． ． ． 

． ． ． ． ． ． 

． ． ． ． ． ． 

． ． ． ． ． ． 

・． ． ． ． ． 

－． ． ． ． ． 

‘ι 
・ ． ． ． ． ． 

盤重・~l孟部組帥錨ドー空値Au r＋・ • I rt晶・ ＿.，....・



舌辛 令 〈会〉

職 氏

0 0 0 0 殿

名 名

（発令事項〉

延 岡市情報公 開審 査会委員を委 嘱 する

平成 12年 6月日
． 

延 岡市 長 楼井哲雄

一



． 

起 案

課

担当者

文書法規係長

ファイリング
マネージャー

日

一‘

TEL2301 

謀長補佐

¢れ
ゼヲ／

公 r=n 

広報のぺおかへの掲載

平成 23年 7月12日

検

意見

意見

要 ． ＠ 

企』
口

諜所名

決 裁 日

討 者

総務部長

議

ホームページへの掲載

件 名 延岡市情報公開審査会委員の任命について

総務課

平成込年 7月＞－0日

言lj市長

者

要 ． 

決裁者

市 長

職員課長

、、 ，
~ . 

② 

．．．．．．．．”””“””・・・・．”“・・・・・・・・・・・・・・・・・． －・・・・・・・・・・・・・”““”””””・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・””””・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・””・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”““”“”“・・・・”“・・・
． 

（伺い）

延岡市情報公開条例に基づく不服申立てを審査する第三者機関である情報公開審査会につ
，．．”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・…・・・・・・・・・…・・・・－・・・・・・・・・・・・・”一…－・…・・・・・・・・・・叩・・・・・・・・・・・…...............－・・・・…ー・・・…・・・・・・・・・・・””””””・……・・・・・・・…......····· ~···…...... ....・－－－－－－－－－－－・” “・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

いて、下記の方々を委員に任命します。
…・4・・・・－－－一一…ー・・・…・・・・”・・・・・・・・M 川町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山・・・・・・・・・・””・””“…・・・・””・・・・・・・・”“・・・・・・”””・・・””山一～・………－－－－－…－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一………………....・・・・・………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

記
山町・・ー・・・．．．．”・・・ ．．．．””・・..... ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”・・・・”・…”・・・・・・・…・…………………－……・ー…・……………ー……叩・・・－ ........………………… …………………………・－・・・・…－－一一

(1) 情報公開審査会の役割
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6・・・・・・・・・． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．‘’．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．‘．．． 

情報公開審査会は、開示請求があった行政文書について、実施機関が行 う開示決定・部
一一・・”・・・・・山川町w・・・・・・・・・…－…・……－－吋一一・・ ・・・”“山・・・・・・…・．．．”“山・・・・・・・・．．．．．．．．”“・・・・.......・－・山山山・・・・・・…........山・・・・・・・・・.............・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…－－－－－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・““・・・山・・・・・・・...・・・・．．．．．．．． ．．．． 



． 

“－－－－…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・……・・・・・・・・・・・・・…，~.........……・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・川・・・・・…・・・・”回目山…・・…・・・….......・・・・・・・・・・・・・・・・・・u・・・・・・・・・・…
一一一ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－・・ ・・・・0・・...・・・ート

…...........・・・・・・・~...・H・......・・…・一一ーャ 一・叫町

・．．．．．ι

分開示決定・ 不開烹決．存－－~~対？雪烹·~－~.子主．去手．李竺秀吟問..~.！.~ ••• 
””・・・喝、．． 四・・・

.~.？.！.. 情報竺同苧実今季男子伝合？？季員 ・・・-・・・ 

佐々 木龍彦氏 今季~－－＝·高年． ． 

昭和 年 日生 70歳
・ ・“・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ず j ••••• ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”．．．．．．．．．．．．”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・””“”“”・・・・・・・・・・・一一．．．．．．”．”・・ー・・・”............................................. 一一司同町・・』』

渡部恭久 氏 延岡市社会福祉協議会事務局長、元市部長：新任

昭和 l年 月 日生 61歳
－－－－－－．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．・・・・．．．．．．． ・．．．．．． ・．．．．． ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・n・・・・・·~···....一日一一一一一..ーーーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・........一一一一ーーー一一－・・・・“・・”・・・・・~····. 一一一一 －－一．”・・......ーャ一一

楠田美穂子 氏 人権擁護委員：新任 ． 
一一一一一一一…ー…………………………－一…………・………一一一…一－……一…………ー……一……………－…－………………・……一…ー……ー……一－…………一…町一…・”一－－－－－一一一一一

昭和 月 日生 54歳
． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”日””・・・・・・・・・・・・・・・・・........‘・・・－－． ． ・．．．．． …－一・・・・・・・・””“・・………ー・………一一一 … …－－－……'・・・ ............. .. ・・ー・ ・．．．．

※情報公開条例上の定数は5人以内となっていますが、これまで同様3名をもって組織
川市町一…－－……・…・……………

します。なお、佐々木氏以外の前任者は、高橋民弘氏、藤田朝子氏の2名です。
……………・・・・””・・…－………・…………一・・…………・………・……………”………・…………………ー・・・……………・・””“・…・…………一……………・ー…－－－

(3) 委員の任期 ． 
…－－－一…－－－…………・…－…・…・……一………………－……………－………・…“”“”“・・・・・・・・・・・・・・………・…・……・……－…・・・・・・・・“”…－－－－－－－…・…・…－…

就任の日から2年間（委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで
・・・・・・・・・・・・・川町山・・・山・・・・・....・・山・・・・・・・・山・”””””・・・・・・一”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”“””“・・・・・・・・・・・・・・山・・・.......・・・・”H・H・a・”・・・・・・山向山山”・……・・・・・・・・山崎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一...＿，＿‘・M・・・・…山山・・・山山・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山・・・…山一・・・・山間四綱

引き続きその職務を行います。）
－・・・・・・・・--・ ........思＿...... ., ...・・向山・・・・・…............””“・・山一白山川“・・・・・・・・・・・・・・・山”・・・・・・・・・.............…・・・－・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・“・・・・・・H ・H ・－－－－－－”．．．．”“・・・・・…・・”・・・・・M ・・・・・........・・・・・・・・・”・・・・・・・・・…・・・・・・・・・・…・・・”“”…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・””・・・・・・・・・・…

(4) 辞令交付式
．．．．．．．．．．””“・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．”・・・・・・・・・・・・・・・・・・”・・・m・”“・・・・・・”・””””・u・・－”“......””“”・・・・マ....~ ..”・・・・・・“・”............・・”””“ー・・・白骨・・・・・・・・u”・・・・・・・””“””“”“”“・・・・u・・・・”“・・・・・・刊句・・・・・・・·~·－””・副”・・6・・H・・“・“・d・・・・”’・・・・・・・・・・・・・・・・・・””””・・・・・・m・・H

別途日程を調整します。

(5!, 最近の不服申立件数

一一竺持~•• ！与度以降の不阪空さは、平成 19年6月11日に高機能消防指令通信装置工警E笠

－···~－~手雪！秀秀－~Iりヲj雪~.：決零.. ~.~.：対玄予黒務由主主．〔用安！尽？.？日に取下げ）が！件秀才たりげ

みです。
山・・・・・・・・・・・・・・・山・”” －・・・・・…－…・…一一一…・…・…－－－－……ー………－…

5し添付資料

---.. SP .. 楠田美穂子氏の履歴

ー－同・・・・・・.・・...-.. 恒例・・・’”
一一－－・・・’”…一－－－－－－－…・・…・…・・・ー・…”・一一………一一・←←

“.. ~ .......袴岡烹慣秀会開条例··－~審1年余関係規定の抜粋〉

③ 辞令〈案）



． 

楠｜王l夫梯 ［・（くすだみほこ）氏の庖歴

． 

生年月日

昭和． 年．月a日生 （54歳）

住所

〒882

経歴

S50. 3 

S50. 4. I 

S55. 9.30 

H 9. 5. 15 

延岡市 丁目・E番地

高校卒業

銀行勤務

銀行退職

運輸帽圃センター勤務

H6-H7 ・E小学校 PTA副会長

H8 ・・t==P学校 PTA副会長

H9- 園田中図書ボラ ンティア絵本の読み聞かせ

Hl5- － 新聞ぺングループ

H20- ・・・・女性学級会長

H20- ・・Bえほんクラブ代表

H21. 4.ト 人権擁護委員（ 1期日）

． 
． 



。妊附1I J↑1'J ~~ 公 IJ l・J 条例（抜粋）

め2節 約十張公開審査会

( ,tQ'. f i11~ ） 

第20条 第17条の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、情報公

開審査会（以下「審査会」という。）を置く 。

2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、この条例の運用に関する重要な事項につい

て、市長の求めに応じて意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委民は、優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

5 委員の任期は、 2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。

6 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその

職務を行うものとする。

7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。

8 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

9 会長は、会務を総理 し、審査会を代表する。

10 会長に事故がある ときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

1 1 審査会の庶務は、総務部において行う。

第3節 審査会の調査審議の手続

（審査会の調査権限）

第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係

る行政文己主の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対

し その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んで

はならない。
3 第 1項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、

参加入又は諮問実施機関（以下「不服申立人等J という。） に意見書又は資料の提出

を求めることその他必要な調査をすることができる。

（意見の陳述）
第22条 審査ムは、不服申立人等から中立てがあ ったときは、当該不服申立人等に口頭

で意見を述える機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと総

2め私設ゐらむなごむよ不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐

人とともに出頭することができる。

第2立見~：：；~~~ま、審査会に対し、意見3又は資料を提出することができるo た
だし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内

にこれを提出 しなければならない。

（調査審議手続の非公開）
第24条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

第2~！申：：~~）O) 長は、諮問に対する答 II 1を受けたときは、その内容を公表するもの

とする。
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延岡市情報公開審査会委員に任命する
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平成 23年月日

延 岡市長
首藤正治
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延岡市情報公開審査会委員に任命する

平成 23年月日

延岡市 長
首 藤 正治



課所名 総務課

起 案 日 平成25年7月 11日 決 裁 日 平~年 7 月必 日

諜

案

者
一長

壬
一課

内

一

｛
一関

起

責
一t

検 討 者 決裁者

担当者 総務部長 富lj市長 市長
民i

文書法規係長

文書法規係

TEL2301 

課長補佐 意見

必』
ロ 議 者

職員課長

意見

広報のぺおかへの掲載 要 ． ＠ ホームページへの掲載 要 ． ＠ 

｛牛 名 延岡市情報公開審査会委員の任命について
・・・・・・・・・・・・－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・目・・・・一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...............................................' ............................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（伺い）

． 

延岡市情報公開条例第 20条に基づいて設置 している情報公開審査会の委員の任期が 8月
一... . .. .. . . . . ..噌.................・・・・・・・・・・ ・・・．．．．．．．．．，．．．・・・山川・・・…・0・・・ ・・・・・・・－・・・・・0・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．目．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． 

1日をもって満了いたしますので、次期委員として下記の方々を任命します。
．．．．．．．．．””…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・””・・・・・・・・…・・・・・・山山・・・・・・・・”“・・・・・・・・・“・・ー・・・・・・“”．，．．．．．．．”・・・・・・・・・……・・”“””“・・・・・・・・・・・・・”・・・・・……・・・・・・…・・・・・・・・・…・・・・・・”””””” ”“・・・…山町一”尚一－－－－－－－－－－－－一・・・・・・・・・・・・・・・山山・・・・岡山仲”・・－・・・・・・・・…・・・・

記
・・・…－・・・・・・・・・町M ・M ・－．，．．．．．．．．．．．．川町 山山・・・・・・・・・・・・”・・・・・・・・・・・・””・・・・・・・・・ ・・.・・・・・・・・・・・・ ........................................................... ' ............. ・・・・・・・ .......................................................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ............................... . 

．．．．．．．．．．．．．．”・・・・・・・・・・・・・・”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・”・・・・・・・・・・・叩山・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山山山川・・・・・・山山山川町・・・・・・・・・・・...............・・・・・............................................................................・・・・・・・・・・・.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山川市．．．．．．

(1) 情報公開審査会委員に任命する委員
・・・・・・・・・・・－・・・・”””・・・・・・・・・・・・・・・・・..........・・・”・・・・・・・・・・・....”・・・・・ .....................”“・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M ・M ・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－・・・”’・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・”．．．．．．．．．．．．．．． ...・・・・”・・・・・・・・・・0・・・””・・・・”・・・・・・・



佐々木能彦 氏 弁護士 ． ． 再任
．．．．，．．．．．．．．．．・・・・・H ・・・・・・・ ”“・・...........刊・・・－－－－－－－－－－－－－一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・山山・・・・・・…・・・・・・・・・”””・・・・・・・......・－・ー・・・・・・・・・・・・・崎町山・・・・・・・・・・・山・・・・・・....・・・・聞・・町山町山崎・『m ・・....・叩・

・・・・・・・・・・・・・・・……・・H ・H ・－－……・・即日時崎町・・・…－・－－……

昭和 年 月 日生 72歳
－・．．．．．． 0・・．．・・・．． －－－－．．．．． ．．．”・・町・－・・・・・・・・……－－－一・・・・……ー.......＇・・・・・ ...・・・・・・・・・・山・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・””・・m ・・・・・・・””・・・・・・・・問

渡 部 恭 久 氏 延岡市社会福祉協議会事務局長、元市部長 ． 再任
~···－···. ・・・4 － ・・ ・・ －－－－－……・・・・・・…・・・・・・………一…一一…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H “”“・・・・・・・・・・－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・ーーー. ・・...…ー・・・・・ー…・・・・山田町・・・・・・””山・・・・

1・…一一

・・・四・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・””“”・・・・・・....・・・・・
昭和 年 月 日生 63歳

・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・．．．．．．． ・..・・・・・・・・・・・・・...........・．．．．””“・ ・・・・・・・・…ー“・・“・・”一・由・・・…”・・・....”・” ・..”・・・・・・”・．．．．．．．． ”“・・同

楠 田美穂子 氏 元人権擁護委員 ． 再任． 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．“・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・u・・・・”””・・・・・…・・・・・・・・・ー・・・・・・・”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・”・・・・・・・・……・・・・”・・・一…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・”““”・・・・e・・－・・山山川町・・・・・・・・・山山”
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．
 
．
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昭和 l月 日生 56歳
・・・・・・．．．．・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

”“・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．”~·········.・・・・・・・”“・・””・・・・・・・

※情報公開条例上の定整！ま5人以内と突っ力、主主たこれまで同様3名をもって組織

します。
一一一一........・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・”““・・・・・・・……・－・・山・・一“””““・・・・・…”””・・・・・・・・・・・・・・”…－・・・・・山・・・ー…………・・…・・・・””・…－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一・・・・・・・・・・・・・・・”“”“・・・一....・・・・・・・・ ...............................・・・・・・・・・・・・・・・””””“・・・・・....

※なお、 渡部委員につきましては、次期任期の途中で事務局長が交代する可能性がある
・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－………－－－－－－－－－－－－－－－－－－－……………・…ー……………………………………………………・・・…………一一・・……－…・・・・・・・・・・・……・…………・・・・・・……・・・…・・・………………・ー

、，．
、・ーとを示唆されました。

・・・・・・・・・・・・・・・・…・…………………・……………………………・”……・………………………………………………一………… … …”…………・…・・・・・…………－一……

(2) 3人の委員を再任する理由
．．．．．．”・・・・・・・・・・・・・・”・・．．．．．．”“・・・・・・・・・・・・・・・・・H ・・・・””・・・・・・・・・”・・．．．．．．．．．．．．”“”“”””・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－・・・・・．．．．．．．”“”・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．””“・・・・・・・・・”“・・””””””・・・・・・・・・・・・・”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.......................................・・・・・・・・．・・・・・．．．．．．．．．． 

． 
情報公開審査会は、開示請求があった行政文書について、 実施機関が行う開示決定・

'' •' ' • • • 'o o I • o ' ' • • o • • • • ' o o o o o o o o o o o o o o o •・・・い・・・・・・・・.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ................・M ・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”“・・・・・・・・・・・・・・・・・・・“””・H ・H ・.....................・M ・－－－－－－－－－－－－－－・・・・・・・・”・・・・・・・・・．．”“・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・”“．”・れ．

部分開示決定 ・不開示決定に対する不服申立てを審査する機関ですが、本年度に入り、
……．．．．……－…－－……………－…………一一………… … －－…－－－－．．－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”…・………・……・…………………・……－…－－－－－－……－－……………………………

既に 6件の不服申 し立てがあり 、現在も 2件の案件について、 継続審議中であるため。
－一－－一 ・・・i・． ・．．． ・・・・・．”・・・・・・・・・・ー・・・・・””””一・・・・・・””“”・一・・・・・・”“・・・・・・・．．．．”・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・”・・・・・・・・”・・…・・・・・””“”・・・・・・・・・・・・”・・・・・．．．”“””“”・・・・－一－－・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

(3) 委員の任期 ． 
・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・… ・1’・・・…・・・・・・・・・・・・・・・”“””“””・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一…”“・・・・・・・・・・・・・・4・・・・・・・・・・・・・“・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.....・・・・・・・・一一山由““一一－－－－－－一一一一・・・・・・””由一・・・・…一一・”“・・…一－－一”・・・・・・・・・・…・・・・・・…・・－・・・・・・・・”””””””””・

就任の日から2年間（平成25年 8月2日から平成27年 8月 1日まで）
…………………………”““”“・・・・・・”“”“一一一－－－一……ー…一一………－－－－－－－－－－一”・・・・・・・”．．．．．．．．．．””…………ー……一一”・……一一…………・…ー・・・”“””“…・・…－－－－－－－…………………・

(4) 委員報酬の額
一・・・・・・・”・・・・・・””・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・u・・・・・・””・・向””・・・－・ー・・・・・・・・ー……………………………・・…－一一…・・…一…－－一一・…………………M ・…山川町山山・・…………－……………”…

日額7'.. 5 0 0円（※委員には、不服申立てを調査、審議する とともに、 情報公開条例 ． 

の運用に関する重要な事項について、 市長の求めに応じ意見を述べ受余－~·煎廃合勿務：担

断が~－~められてお...？－~－田空警産評~~：審烹委員今ふ全平警員全主目塑主－~~V.－~.笠.~！.一一一一…一一

(5） 辞令交付式
一一一一……一一…一一 一一一一一一一一 一一… 一一一一一一一一・”・一一一

目白・・・・・・・・・・日目 8月の情報公開審査会の開催日に辞令を交付します。

＿（？.~. 添付資料

①延岡市情報公開条例（審査会関係規定の抜粋）、②辞令（案）、③歴代秀男全停均 値
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所

属

等

氏

佐々木龍彦様

名

（発令事項）

延岡市情報公開審査会委員に任命する

． 

平成 25年 8月 2日

延 岡市長 首藤正治



． 舌辛 J と〉、
寸コ

所

属

等

氏

渡部恭久様

名

（発令事項）

延岡市情報公開審査会委員に任命する

平成25年 8月 2日

延岡市長 首 正治
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所

属

等

氏

楠田美 穂 子 様

名

（発令事項）

延岡市情報公開審査会委員に任命する

·~ 

平成 25年 8月 2日 ． 

延 岡 市 長 首藤正治



発令：月 日

平成25年

8月2日

平成25年

8月2日

平成25年

8月2日

発 A、
Tl lfJ: 

｜延岡市情報公開審査会委員に任命する

． 

l延岡市情報公開審査会委員に任命する

1延岡市情報公開審査会委員に任命する

． 

J貨 Jt f, 

佐々木施彦

渡部恭久

楠田美穂子

． 



歴代委員と任期
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健康アンケ 一ト（大貫〉

t控需主のお名前 ご住所

I K.001基地局から8宅までの距般にOを付して下~い。 裏面の地図を多照して下さい。
50rn 51～ 81～ l 01～ '151～ 畳01～ 3'01m 
以内 80m 100m 150m, 200m 300m, 以よ

κOO!ltf格基地局からの距雛

平成22年7月15日

自帯電話
番号

2 現在の織所にいつから住んでおられますか？（口にチェックして下さい。）

日平成18年10月以前（アンテナが建つ前）から住んマいる。 口事成18年1'1月以降（ 年 月から〉から住んでいる。

3 自宅から基地局アンテナが見えますか？（口にチェックして下さい。） ロ見える 口見えない

4 ①あなたの悶震のご家族は何人ですか？ J 人i ②その中で体制不良rの方，t;t:何人ですか？ I 人l

5体調不良の方の症状等をご記入下さい。

［記入方法］ 1 年齢は7月15臼現在で記入してください。

2 「症状についてJ繍には、これまで確認した主な症状を記載しています。

3 J妥当する疲状について、 18年1，月に傍帯基地局が建ってから「①症状が出た」・『②以前からの症状が悪化したJ.r③以前からあった症状
に変化祭しjのいずれかにO印をつけてください。なお、配載以外の症状については「その他fl二記載してください。

• 自量 議 l織 百最 植民

症状について 努 ・女 努 ・ 女 !Jj .女 男・女 男 .3:: 男・ ，女

①が~主H状i②ill化j③変化
た；しと 無じ

①症状1R準化iR無1変し化
カT出たiした

d瀧~＇ i②態化t,！③織変し化
が出た た

cが君t主自唱た量j・<2illltj③変化
した 無し

①症状i②懇11:.；③娠変し化
が出先＝した i

①1£校：R準化j＜診変化
が出たiした 費量L

頭痛、殖量感（頭が重い）
． ． ． 凧

．．． ． ． ． ． ． ． ． ， ．． ． ． ． ． ー ．． ． ' : ． ． ． ． 
． ． ． ． ．．．． ．．．． ． ： ． ． 

． ． ．．． ． ．． ， 2 めまい、ふらつき、立ちくらみ ． ． ． ． ． 
' 

耳鳴り、頭なり、総力の低下
． ． 

~ ' ． ． ． ． ． 
3 ． ． ． ．．． .: ， ， ， ． ． 

メニエル症との診断を受けた
． 

．．．． : ． 
．．．． ． ．．． ．， ． ．． 一・4 ; ． ． 

: ． 、． ．．．． 「 ． ．．．． ． ．．．． 
． 

． ．． 5 自が痛い、自がかすむ、 視力低下 ． ' 
． ・．． ｝ 

． 
． ． ． ． 

眼充血、ドライアイ、 ． ． ． ． ． ． ． ．．． 自 ．．． ． ． ． ． ． . ． 
．．． ． ． ． ． 

ι ． ． ． ． 

7 飛敏症との鈴断を受けた ． ． ． ー． ， ．．． 、: ． ． ． ． ． ． ． ．． ’ ．． 
8 白内織との露首訴を受けた ． ． ． ． ． 

． 
． ． ． ． ． ． ．． ． ． ’ ．．．．． ． ． ． i ; ． 

9 紫一外線を非常にまぶしく感じる 一．・． ． ． ． ， ． ． ‘ － ． ． ． ． ． 
． : ． ． ． ． ． ．．． ． ． ． ． ． ． 

•1t11. 
．． ． ． ・!・ ． ． ． 、． 

. ．． 10 ． ． ． ．． ． ．． ． 
． ． ． 

ミ ． ． ．． ． ． ． 
1 I .炎、.づまり ; 

． ． ．． ． ． ． ． 
， ． 

． ． － ．． ． ． ． ． ． ． ． ． ' 
12 鎌覚隊署f（覧車が分からない）

" 

： ．． ， 
． ．．． ． ．． ; : 、T－ ．． ． ．． 、 ． ． ． 

13 蹟iii神経マヒ ; : 'l l ~ -． ． τ ． ; 
' 

; 、．．． ．． ‘ 

のどの痛み・渇き ． ． ． ． 
． ． ． ． ． ． ．．． ． ． ． 、．．． 14 ． ， ．． ． ． ． ．． ． ． 

15 のどに潰縛（ポリーブ）ができた ． ． ． 、．．． ． ．．．．． ． ．．．． : ． ．．． 
． ． ． ． ． 

; ．． ’E 

． － ．．．． ． ． ． ． ． 
． ． ．． ． ．． 

ー．． ． ． ． ． 
．． 16 パセドウ病・橋2伝病との診断を受lナた ． ． ． 、．． ． ． ． ． ． ． ． 

． ． 句、 ． 

17 不聾脈の診断を受けた ー ． ． ． ． ．．．． ． ． ’ 
． ． 

．．．． ． ． ． ．． ．． 

狭心症との信断を賢けた ー．．．． 
2、

． ． 
． ． ． ． ． ．．． ． ． ． 

18 ． ． ． ．．．． ． ． ． ． ． 

血圧が高い ．．． ， ． ‘ ． ． ． ． ．． ．．．．． 
． 

19 
． 

． ． ． ． ．．． ． ． ．．． 
． 

20 どうき、息切れ、胸が苦しい ． ． ． ． ． ．． ． 
． ． 

．．． ． 
． ． ． ． 

21 皮膚の炎症、かゆみ ． ． ． 
．． 

． ． ． ． ． ．． ． ．．．． ． ． ．． 
; 

．． 司．・ ． 
22 惨状抱疹〈ヘルペス）との診断を受けた i ． 

． ． 
‘ 

．． ． ． ．． ． 
． ． ． 

23 集φ力、思考力の低下 ! ． ． ． 
． 

， ． L • 
: ．．． 、．．． 己．; 

強度の倦怠感、慢性的な疲労1感
． 

1 
、 ． ． ． ． ． 

、． ．．．．． 24 i ． ．．． ． ． ． ． ． ．． 
． 

25 気持ちがふさく＼ゅううつ
， ． 

． ． : ． 
． ．． ．．． ．．． 

． ．． ． － 、． ζ ． 
! 

．．． ．， 

' 
． 

興奮しやすい、イライラ感 ．． ! 
． ．． 

i 
．． 

． : ．．．．． 26 、．．．． 
~ 

27 自民れない、浴中で包が覚める（ゆ途党磁l
， ． : ． 

! ’ I ． ： 司 ; ．． 

28 .常な肩こり、腰痛、関節の繍み当事
． 

．．．． ; ． ． 
" 

． ． ． ．．． l ． 、
29 手足などのしびれ、まひ

． 
' 

． ． ． 
．．． ．．．．．． : ．． ． ．．． ． ．． ． ． ． ．． ． 

守巴 ． ． 、
3o I苓百億 f ' －~ ：－ーー す i - ~ ； ・一 一ー ~ : ’ ． ． 

．幽凶 守; 

、
． ’ ；~ ！・E 円－ 

6 .ご家統のゆで、大貨の自宅から大学進学や入院などによ！り転居したら症状が消えたというガがおられたら具体的にお司書き下さい。

｜転居日時
． 

7 生活環績に関して、平成18年11月以障の褒1tAこついてお気づきFになったことがあればご舘入下さい。
※家電製品、パソコンの集常、車のキーロック町九ピ｝ド探知機の誤作動、電子時計の故障、動物、小鳥、概物の典常など

8大貨の燐宇野基地局間I簡について貴方のご意見をお聞かせ下さし、。

また、原告問、弁恒聞の弁限定あるいは基地局を位置したKDDI、行政あるいは地織者に対し℃訴えたいこと（曾いたいこと）などがあればご配入下さい。
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教育部長 教育長

Tel. 79201 

予算担判 ｜：官、見

A 
Cl 議 者

教育委員ム
~1 喫勾管理

総務課長 ~LE丈課長

意見

広報のべおかへの縄戦 要 ⑤ ホームページへの掲載 要 ・ ⑧

件名 ：インターネ ット端末設置及び開館時間延長の試行について
－・・・・・・・・・・・・・・・ー－－－－－－－－・・・・・・・・・・・・・・・・4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ n ・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・ー・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一貫E月~－~－門店．閑－－~－~ －は従来からの懸案事項でありましたが、実施に伴う職員性的竺三三三．とだ
.=? .. ~ .. t.竿り問．垣史考慮されることから、 今年度、 試行的に実施し、利用者数や実！~ －~＿q?＿ 出！塑－＇~
繁全勝合的·＇－~－恒男k、その費用対効果等も断まえたとで、今後実施に向け全魚日竺~！.~ ~た. －~＇－＇グ

loo .,. I I 、＂＂＂『，、’J 、，＂. ，.，。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－－－－－－－－－－－－
.!.; .. .・－－－－用－~－飽．君！用者のインターネ ツト端末機の設位 －－．．． 

．．日恒男..: .. ~~り声として一部イ ン タ ーネット似l_J の要望があるため、市上亡サ三．肝ス．？向二
”．．日．．．．．．．．聖．図るため、インターネット端末機の創刊を検討する。

ロアンケート（平成 24年 5月 12I 1実施）・・.~JIJ 紙のとおり

考都市：宮崎県立図書館、門川mrj'r.依I1 Lf J!f { （資料矧j添）

均以内総理三‘客五~ ，執行ゑP J玖 3易丈均（ f1仰‘ d、dり
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___ &_ ........ --一一＿＿＿＿........ －，一一一一ー・・・・ー一一一－-.... --一一－．．．．司，－一．．，．‘一
........... --. --，・・．ーー．． ． 

口使用条件等 一…一一一一一一一一一一一一
一一…問問；る原町長じ正記長とし、ゆだけ門戸？：？！？待問尽~：~ ~：~~：~－ 

... -. ・一云.~－~－.待－点者－かぶる－場合は、 申込む叩~~~J－竺？．竺．合平手字予？？に

使用中止を促す0

・…る－使－治両民ii；一使用申込書に必要事項及び 30分経過後の時刻を記入する 0

・一一一己主討·~；·30－弘経過後の時刻を見て判断する。

監
監
糊

一一－－－； ·0－；ふ－二設置：誤印刷や印刷時の騒音等が懸念されるた－~苧－~－~空！？ι
※ 

年齢制限：設けない。

試行開始時期：平成 ？.1 年7月一l_Q . 旦~－~－~・－ご

II. 

1. 

必要経費： Oパソコン及びパソコ之；今~~－情翠管理翠三提体竺合~-. ~－亨務空手長銀一切~－－~問＿!_ 
0有害サイトへのフィルターソフト購入 図書館負担（約 7000円）

¢ 
一一一一一一一一ーーーーーー・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・ー・・・・・－-...... -.. -... -----.. --... ----..... --－－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー．．．．．．．．一一一一一一一ーーーーー・・・」・・・・－．－－－ー’ー一一一一一一一一一・－－－－－・－－－・・・－－・・・・ー・ー一一一一一一一一

0ヘッドホンのジャック購入 図書館負担

O毎月のランニングコスト＝ O円

9.~ ：？ B及びCDの使用不可処置

2. 休日開館時間延長

2. 

① 

・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－・・・・・・・ 4・・・・・・・・・・・・－－－・・－・－－－－・・・・・・・－・・・ーー・・・ーー・ーーーー・・ーー・・ーー・ーー・・ーー・・・・・・・ーー，ー・ーー・ーー・・・・・・・・ー・・・・・・・・ー・・・ー・・・ 3. 

口概要：市民の声として一部休日開館時間延長の要望があるが、全ての休日を時間延長す

ることは、現体制では困難なため、夏休み期間中の土曜日に限り開館時間延長を検
①

一
・

①

A
せ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ー・・・・・・・・・・・・－－－－－－－・・・・・・・ーー－--~・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー－．・・・6・・・－・・............................................................_ ... ___ ... ____ ... _ ... __ ................................................. ~・・－ － －－－－－－－－－－－－－－－－－－・・ー，－··－··－－－－·－－··

討する。今年度は試行的に 7月・8月の計 2回試行する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー，，・・・・ー・・ー・・・ー・・ー・・・・・ー・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．

口アンケー ト（平成 ？.~ 年 5 月！－~日実施）・ ・ －別紙のとおり

口参考都市：県内9市、宮崎県立図書館（資料別添） ②b 

口実施日：平成－~~－年 7 月 ？.！日（土） 8 月 ？~ 日 （土）
．．．．唾黒焦~~J. . ： .｝~＿職．鼻..? .. ~. 臨時職員等2名 計4名体制

③づ

5. 

…－…？宗主男容易問貯．問外勤務、 臨時職員等はローテーションの変更で対応

…．．坐要第空．｛導－~ゑ）－－
①え

….. Q正解－~具り．時．恒外手当て.＼？ 時間× 2名× 2 日） ？.~~ Q~9－円（現行予算~＇－~.（~~－－－... 
－－~ .. Q鯉－~~警備秀月号料.＜.？ 時間× 2 日） ~： ?.Q~円（現行予繁竺材~~？__ ：~込刀r. tn 
・・~.... Q話努本費…・……ー 約？.~! 9.Q 9.門（現.tt.史実ヲガ卯一一

②4 

そ

介

齢

一

レ

釦

ι
官

同

タ

プ

，

nu

・



． 

． 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..................-.................................. ＿＿＿＿一一＋一－－一－－．．．．．．．．．．．．．．．．－一一一．．．．．．．．．一
一－．・．ー一一、．・．－・．用金件警

…………！ ＿~－~~~－－~－＿－？. ! ~~~ §＿－三三！？？．三ト？時：マ＿l_¥ i ：＼~－~ ~~ _'i_:. ~： ~~：ヤミ子iぞぎる－~－；）－t·
するa持接香がいる足は、 ム 刀鳥取持丸ま七；二 30分経返盃亙弘；k

－－．． ・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ーーーーー一一←一一一一一一一一一一一一一一一一ーー一一ー－．．．．・－－．．．．． ・・・ー・・．．．．．．．－ー・－，』ー一一一一一一一一ーー－－－－．．－ーーー一一一ーー一ー・・・・・・・・・・・－--一一・・・・．・－－一・・・．．・・ーー・．使用中とを芝す。

．．．．竺守？宇－~~：＿＿＿ ＿－？＿~·空．竺．：千、 ~－！~；項及び 3o 分経3色瓦時おu·を＂gi_,· －~ 寸 ．ぶ：．．
O受付1孟 30 分経遇 4受の s寺~J を見て羽i断する。．．．．．－．－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． 日．二

プ リン夕 一設置：誤印割や印捌時の騒音等が懸念されミょん会－~－－L－示心；－－
－・・・・・・・・．．．．．・・・・・・・・・－・・・・・－・・・・・ーーーー一一一一←一一一一一，ー・・・・・・・．．．．－ーーーーー一一一ー一一ー－－－．．．・．．．．－－ーーーム一一一十一一一・・・・・・・・・・・．．．．－ーーーー一一一一一一ーー－－．．．．－ーーー一一一一『『・・．．．ーームーー一一，．・．．・ーーー一一，．．．．．．・・・一一

一一ー・・・・・・・－．・．．．．．．．．． 限；設けなL、8

…－…曾.1!~胃竺貯~.• ：.~平成 －~1-年7 月 ｝~ 口（火）～
一：堅持~~－：.9.~－~！空三里町日と台~~－~：~.但．翠持~－~！~~~－－（主主ミムふ－~－~ ；·；~－~·；： 

0有害サイトへのフイ jレターリフト購入 図書館負ー｛んら－~~ fIJ) ・・・・・・・4・・・・・・・・・・・・・・・・・ーー一一一一一ー－－．．．－．．．－ーー一ーー一十一一ー・・・・・．．．－ーー一一一一ーー－－．．・．．．－ーー一一一一ーーー・・・・・・・・・・・・ーーー一十一一.-－・・・．．．・ー一ーー一一一ー－．．．－ー一一一一一一－-－・．・ーー一一一一一司・・・・．．－ー一一一一一・・・・・........-... －一一一一・・・．．Oヘッド示ンのジヤツク購入 図~館負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー一一一一ー『－－・．．．・・ー一一一一一一一，．．・・．．．．ーー一一一一ーす E ・．．．・ーー一一一一一－－-.... －・．．．－ー一一一一一一ー・・・・・・・・・・・・・ーーーー一一一ー－－．．－ー一ーー一一ー．・・ーーー一一一一一ー－．．．ーー一 一一一一ー・・・・．．．・・ー一一一一・・・・・・・・・ー一一一一ー・・・・．0毎月のランニングコスト＝ O円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－---一一一ー－．．．・．．．－ーー一一一一一一ー－－．．－ーー一一一一一一．．・．．・ーー一一一一一ーーー．．． ーーー一一一一．．・・・－・－－－－－一一一ー・・・・・・・・・・ー一一一一一ー－－．．－．．－ー一一一一一ー・・・・・・・－－－－－-一一一．．・・．．．－ーーー一一一・・・・・．．・・・・ー一一一一ー－．．us B及びCDの使用不可処置． 
－・・・・・・・・・・・・・・・・・・一一一一一ー－－．．．－－ー一一一一一一一，．．．・．．－ーー一一一一十一，．・．．・・ー一一一一一一ー・・・・・・・・・・・・・ーー一一十一・・・・・・・・.....---－一一一一・・．．・．．－ー一一一一一・・・・H・・・・・・ー一一一一一ー・・・・・・・・・・・・・・ー一一一一一ー・・・・・・・．．．．．

2 ”延長
－・．．．．．・・・・・・・・・・・・・ー←ー一一ー－－．．．ー一一一一一一，．・・・－.・ー一一一一ー－－．．．－ーー一一一一一・1・・・・・・・・・・・－--－一十一一・・・・・・・・ー－ー一千一一一一ー・ー・．．－ー一一一＋一．．・・・．． ー－ 一・・・・．．．．．．．‘・・ー一一一一ーー・・・・・．.！持及そ？主－~.！三男？芳－~－~－~ ~－~f.~！！県与．の．宍？り？φ．秀．カ~.＇.・全主－~－体.! .1.を11キIi'u延長寸

．．骨.~.主良二男性；＇~1.主！望用－~里子生ふ..fl:＿（.弁竺将.！~~ －~／＿1竺主堕旦！三~~竺問－~~！＇1J!IJ 延長を険－．． 

I ~~－·~－ .rP. 

成－~~~.：.~ ..里－~！... －~~~） ＿＿＿＿月.！：1... ?S r:J （ニI.:） 

職問型！；開封＿？__ ：~－－－－明報．特~.ti.:::i1::;:r：；：~ム －－ 

・． ・寝耳鼻息！~~寺．開作動型~－~・－堕時鞍員等はローテ－ .・ 
ンの変更で対応必璽秀賞－~追加分）

.. -.／！！..愚.!A.~－~守．閉計主第．主－~？時問×2名×~ ~_J .~ .. 22. oq9 円（現行予~~で亦f_J~
曾門．賓術雰納.（？＿ ！守－~~－

； 
・．．． ….？.待券水資

6’3_09 ［つ（現行予京f で、対~~~） 

約 2.~ ： .Qqo 1.~-J- （現行予算で吋必：j． 
5J.~OO 門． 

・． ． 

！~~~~里民主：！ぜか両足五ぷ’
与l1t1か引
例：~－＠J~~・uなみ

~－~~－－心土町三明三とす．三~－~：1. 二~＇.l・

． 
手ナ 6宮、

「春の

I .不用2
1之国

持τ玄三：E
既存図書
延誌

~ 残った

n.アンウ

1 . どと

①図書態

2. f j 

①探しゃ

延岡3. 

くわ多~＼と

4－：：：： 図3館

Q〕必要如、：

②必要えJ ! 

③分から2

5 .. £曜む叫

①延長ュ」た

②今のまま

6. その他区

• Eメーノレで月

．高齢者は
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プレーヤーl

．受験勉強。



「春のミ ニブックリサイ クノレJ実施報告 2012. 5. 16税老

( <.,1; .J 'fえ包）

I .不用本集計結果
並立主

2641 
百五1 OI 23251 1441 
6571 01 2091 448 

4423 I o I 25341 1889 

利用者 ：約360人

※ 残った図書1441冊は図書館入口横の“ブックリサイクノレコーナー”へ

n.アンケート集計結果 回答者： 73人 （複数回答有り）

1. どこで知り ましたか？

戸）、，
，F／

一
L
・
1
1
4M

．、

．． 
・圃・

①図書館 ：41人 ②学校 ：4人③新開： 14人④家族： 8人⑤その他（偶然： 3人、 7:;・・i:1人 r 
広報： 1人）

2. 本は探しやすかったですか？

①探しやすかった： 41人 ②普通： 29人 ③その他： 3人（少し狭い）

3. 延岡市立図書館の貸出冊数 （現在は一人5冊まで）をどう思いますか？

①多いと思う：3人 ②少ないと思う： 11人 ③適当だと思う： 59人

4.図書館内にインターネット設備は必要だと思いますか？

①必要： 34人 〔理由： 情報を沢山得るこ とができる（4人）・あれば便利（3人） ・インターネット

で調べる方が早いなど〕

②必要でない： 35人 〔理由： 長時間利用の人が増えるから・パソコン目的の人が多くなる ・本で
探せば良いと思うなど〕

③分からない： 4人

6.土曜・日曜・祝日の閉館時間を平日と同じ19時までに延長したほうが良いと思いますか？

①延長した方が良い： 35人〔理由 ・仕事帰りに来れる（6人） ・ゆっくり探せる（6人）・夏時間と
．冬時間を作ってみては（ 3人）

②今のままで良い： 38人〔理由 ：職員の勤務時間が延長になるからは人）・利用者が少ないと思
うから（4人）など〕

．その他図書館についてのご意見等

事メールで申し込めるようにしてほしい（予約 ・リクエスト等） ・係の方が親切で利用しやすい

は貸出期間を延長してほしい ・大人の映画上映会もやってほしい・持込でいいのでイン

一本フトを使えるように使えるようにしてほしい ・新刊書を多く入れてほしい ・新しし巾VD

← に答えてほしい キーワード検察側にジヤン峨索ができると良い（利用土）

ために席を使うのはどうかと忠う ・他の図書館の蔵書の情報を知りたい ・サ片

．． 



県内図書館比較一覧

インターネット｜開館日数
端末設置 I （年間）

休館（：］ 開館時間
自治体 l人口（人） I蔵書数（冊） I 職員体制

I I I 
職員25名

非常勤等20名

職員l名
委託等30名

職員6名
委託16名

宮崎県 J. I 30. 560 618.543 。 302 I毎週月曜 凶

～
一ゅ

～
一
日

～
∞
一
～

ω一
～

3
祝
一以
祝
一

1

口
μ

口
μ宮崎市 399. 753 528.613 。 301 I毎週火曜

毎週月曜、第l木曜
275 I 

祝円

毎週月曜（祝円の場合は開館）
292 I 

第！金曜
9:00～19 : 00 

土日祝9:00～17: 00 

9:00～18 : 00 
土日祝9:00～17: 00 

9:00～19 : 00 
日祝9~00～］7 : 00 

9:00～18 : 30 
土日祝9:00～17: 00 

10:00～18 : 00 
（夏休み期間中、

平日10:00～19: 00) 

9:00～18 : 00 
日10:00～17: 00 

9:00～19 : 00 
日祝9:00～17: 00 

10:00～19 : 00 
土日祝日：00～17: 00 

× 都城市 168.488 450.696 

延岡市 354. 059 
職員14名

臨時等15名

職員3名
非常勤等4名

業務委託
( 11名）

職員2名
非常勤等12名 275 I毎週月曜、街：月］日

130.450 × 

日南市 57. 151 253. 170 。 289 I毎週月曜、第3日曜

小林市 。48.049 291 I毎週月l曜、毎月 l日105.047 

日l志j市 62.920 163 653 。

串間1打 業務委託
(9名）

峨員4名
臨時等3*1

業務委託
(I 0*1) 

O

一
O

毎週月｜催、第3水｜隠
282 I 

祝 IJ

286 I 毎週月曜、 ~1終水II荏

20.223 112.545 。 303 I毎週月曜

西部市 32.405 70.478 

えびのrll 21. 250 131.668 

門川町 ｜ 18.7471 81.2661織員l名（兼務）｜ (¥ I I 

｜ ｜ ｜ 委託等9名｜ υ I 2s1 I毎週月！砲、毎月 1n 

~ 統計数値は平成22年度実績 ’ 

Y.・ 口u7,t、祝円の！閉館時間延長（19 : 00まで）については、県立図書館及び9市の図書館での実施実績なし

七曜日
l 9 : 00までの
開館実施

。
。
。

(18:50) 

× 

× 

。
× 

× 

、く

。

〉、



門川町立図書館のインターネット利用

1 . 利用状況

平成 23年度

小学生 中学生 高校生 一般 計

町内 33人 76人 12人 513人 634人

町外 1人 7人 ． 2人 165人 175人

計 34人 83人 14人 678人 809人

毎月 67人の利用

2. 原則として、職員は検索のアドバイスはするが、代行検索は行わない。

3. 利用申し込み書により、 1人 30分以内で利用する。

30分を超える場合は、職員が声をかける。

4. パソコンの環境

・ インターネ ット以外のソフトは一切ない。

・有害サイトへの閲覧ができないように、フィルターをかけている0

5. 職員の地位
地元の団体組織に図書館業務を委託（指定管理者制度ではない）。館長は

非常勤で役場のOB。

館長 1名。職員 5名。職員は全員司書の資絡あり。

開館時間： 10:00～19: 00まで（但し、土日祝日は 17: 00まで）

。 案内文書（机の上の張り紙）
． 

ω このパソコンはインターネット専用端末です～

鯛査 ・研究Vご活用ください0 （娯楽目的でのご利用はできませんo)

※利用の長にはカウンターで申し込みをして下さい0

；：；~；三；~~：竺；：：データの保存＆印刷肉料んo
※ご利用時間はひとり 30分以内です0（延長はできません0)

※小学生以下は保護者の同伴が必要です
～詳しくは、机の上の「来lj陶万法Jをご覧くださいo ～

コン ・・・・・・ 富士通ディスク トップ 1台 DVD. US B接続可能

ターネジト・・・ Oc Nネット

． 

． 

、



機員の療問 ,f 
は邸獲があれば、図書館が選定レたサイ トの倹紫に刻するアドバイスを行う。ただレ、

、代行機索は行わない。

． 

門川町立図書館利岡告インターホ・γトパソコシ利用0)ず1イド弓イシ

1. 利用目的

ま~：~；~~~長i~：：：：~~~：：二：：~：~~；、個人の調査研究に役立てる。
2. 利用範囲

・図書館が選定しだ情報サイトの閲覧

・その他、個人が調査研究のために必要なサイトの閲覧

3. 利用対象

・パソコン経験者。ただし小学生以下は保護者の同伴を！必要とする。

4. 利用方法

どター ネツ山 コ ン 利用申込書を記入の上、職員の許可のもと利用することができ

． 
5. 利用制限

下記の行為等は、図書館の漏末を使用して行うことはできない0

．個人が持ち込む各種ソフトの使用

・公序良俗に反する （青少年に悪影響を与える等〉有害サイトの閲覧

－メールの送受信、チャットの使用、掲示板への書き込み等の閲覧以外の行為

．画像やソフトウェア等のダウンロード及び画像のプリントアウトの行為

－個人の記録媒体〈メモリーカード・ CD・FD等〉の使用

－他人への嫌がらせ・迷惑行為等

－その他ネットを通じての違法行為

’ 

6. 利用時間

受付時間火曜から金曜午前1・0時から午後68寺まで

土・臼・祝日 午前10時から午後4時まで

ー回の利用時間は30分以内。延長は受付しない。なお、電話等による受付は一切行わない。

？． 利用料金

襲制とする。

利用中止勧告
:t；＆.利用制限」に渇げる事項に滋触する行為があれば、利用を中止することがある。

納長I~~~＝＝館及び接続先の機器やデータに損害を与えた瞬、さらにインターネ
に伴うトラブル、法的 ・社会的責任は利用者自身が負うちのとする。

シlcl、平成20年7月1日より施行する。

禽
官

酔

噌

，

nu
a

.4 



,>dJ・／？欣
延岡市立図書館 インターネットパソコン利用のガイ

このガイドフイ ンIt、延岡市立｜司l1} fifi ( 1'1.下『i決I.1 ~ fi"i'i ~ij）に Iiり~·~

できるパンコンを利用する全ての）j"（以ド『 ~IJJIJ ：行』）に適JlJ さ J

される場合f:t、本ガイド弓インの内作を必rごli'(j"·~g し、ただ主、 ｜札

・ 利用について ~ 

！インタ一ネツト上の様々 な十，• 
目的

目きます。

過

当

者

主 行
列
係
長受E

・図字下館が選定した情報サイトの｜制見。

・その他、個人が調査研究のために必叫なサイトの閲覧。

ぷin日的に沿った適宜なポIJ ) I Jをしていただくために、フィノレタリングンツ トを将人

しています。ソフ トの特性上、熊わなペ｝ジやイ了誌なページを表示できなかった り、

ブロックされるべきと思われるページがl~U I況できたりする場合がありますので、ご.fll!

解、ご了承をお願いいたします。

利用者ご自身でパソコ ンを燥作し、インターネットを使った検索のできる）Jであれば、
利用者

ご利用いただけます。

閲覧

できる

範閉

利用

方法

『利用申込S』に必要事項をご必人の l二、職はにお出しください。

受付時間火曜から金曜 午前 9時から午後 6時 30分まで

土 ・日・祝日 午前 9時から午後 4時 30分まで

利用時間は 30分までです。再度不I］川をご荷唱する場合は、終了時間から 15分以上め

けて改めてお申し出ください。
時間

料金 ｜無料です。

I下記の利用等については禁止しております。

外部から持ち込んだ各相ソプトの使川

公序良俗に反する内容（わいせつ、 ~ノJ、伐府等）を含むサイトの閲覧

メールの送受信、チャ ットの使川、J同示阪への占き込み等の閲覧以外の利JlJ 

． 画像やソフトウェア等のダウン口一ド及びl両像のプリントアウト

・ 記録媒体（メモリーカード ・C0 ・FD叶）の使用

制限｜ ・ 他人への嫌がらせ、迷惑行為等

・ その他、法令等に込反する、主たは迫Jxするおそれのあること

これらの事項に抵触する利用や、他の利JIJ t'I・の迷必になる行為があった期合は、 tlJJl J 

を中止することがありますω

また、利用を実施している他の｜副，I：；舶において、作i自・いたずらの，！？込み11為など

が問題になった事例がございましたので、 ｜ま1, 1 :• tri'fの利用カー ドをお持ちでないJiにつ

きましては、名前、住所、述絡先をご記入いただきます。

． 免責事項
インターネットは、誰でも情報が発いできるという特性上、ご覧になった情報が正しいt-' LI別

り怠せん．当パソコンを利用して取得した情報について、主たそれらをご利用にたったことによ

り生じたいかなる損害についても、図書館は・ 切の~·~ (T~を到し、ません。

利用上の賠償責任
不正操作等による図書館及び接続先の機絡やデータに411:r!f.を与えた場合の弁償や、ィ、タ－：f.

~ト刺用に伴うトラブノレ、法的・化会的Jt.(:T:f :t利川行ご「I.i;.yが白うものとします。

その他
Fイドラインは、予告なく内容を変兇ずる掛合がめり去す。

． 



．，．‘ 

できるパソコンを利用する全ての方（以下『flJfn斤』） ド適JTIされます。このバソコンをご手IJ) ti 

される場合は、本ガイドラインの内審を必ずご肱芯いただき、同意された上でご利用くt-!:5ぃ。

． 利用について
F” 

目的

閲覧

できる

範囲

利用者

利用

方法

時間

料金

インターネット上の様々な情報を用いて、 個人の調査研究に役立てるためにご利用て

きます。

・図書館が選定した情報サイトの閲覧。

・その他、個人が調査研究のために必要なサイトの閲覧。

設置目的に沿った適正な利用をしていただくために、フィノレタリングソフトを綿入

しています。ソフトの特性上、無寄なぺ｝ジや有益なページを表示できなかったり、

プロックされるべきと恩われるページが開覧できたりする場合がありますので、ご理

解、ご了承をお願いいたします。

利用者ご自身でパソコンを操作し、インターネットを使った検索のできる方であれば、

ご利用いただけます。

『利用申込書』に必要事項をご記入の上、職員にお出しください。

受付時間火曜から金曜午前 9時から午後 6時 30分まで

土 ・日・祝日 午前9時から午後 411寺30分まで

利用時間は 30分までです。再度利用をご希望する場合は、終了時間から 15分以上あ

けて改めてお申し出ください。

無料です。

下位の利用等については禁止しております。

外部から持ち込んだ各種ソフトの使JIJ 

公序良俗に反する内容（わいせつ、暴力、残rJJ!.等）を含むサイトの閲覧

メールの送受信、チャットの使用、拘示板への~~き込み等の閲覧以外の利用

． 画像やソフトウェア等のダウンロード及び阿｛慢のプリントアウト

・ 記録媒体（メモリーカード ・C0 . I7 D等） の使用

制限｜ ・ 他人への嫌がらせ、迷惑行為等

...... 

その他、法令等に違反する、または巡反するおそれのあること

これらの事項に抵触する利用や、他の,flj ffj打の迷必にたる行為があった場合は、手lj}11 

を中止することがあります。

また、利用を実施している他の閑·＇~舶において、作迫 ・いたずらの書込み行為など

が問題になった事例がございましたので、 ｜京I11；・釘｛の手IJ川カードをお持ちでない）jにつ

きましては、名前、住所、連絡先をこz心人い／プゾきわ九

免責事項

インターネットは、維でも情報が発信できるという竹i'I.I：.ご覧になった情報が正しいとは限

り虫せん．当パソコンを利用して取得した情怖についに、またそれらをご利用になったニとによ

’生じたいかなる領容についても、図書館は－t;Jの賢（f：を到し、ません。

剥用上の賠償責任

による図書館及び接続先の機能やデータにlll抑をJj・えた均合の弁償や、インターネ

に伴うトラプル、法的 ・社会的責任は平lj川祈ごf.1£.rが負うものとします。

イνは、予告なく内容を変更する場合があり法す。

． 



2.受付から終了までの流れ

2・1.申鯖

認~~~~：，，w ;I~；；：二；；；~~：－~：~~.~~~~~~~：：~とし：；； J ル州

1 .利用カー ド、を作ったことがある（登録している） 人の場合

申請書の太枠の中（氏名、利用者番号、年齢）のみ記入しLもらいますo

＊カードを忘れた人には、本人確認のため、 二度線枠の中（生年月日、電話番号）もあわせ

て記入しても らいます。

2.利用カードを作っていない（登録していなしつ人の場合

申請書の太枠（氏名、年齢）と二重線枠の中（住所、電話番号）を記入してもらいます。

・ 想定される質問と回答

①『なぜ、年齢を書かなければならないのか？~

→どういった年代の人たちに利用されているのか統計をとり、図書館サービスの向上に役

立てるために、何十代であるかだけでもご記入いただけないでしょうか。ご理解こ協力

をお願いいたします。

＊それでも、どうしても書きたくないという場合は無記入でかまいません。

②『なぜ住所、電話番号を書かなければならないのか？』

....ガイドラインに記載してるよ うな状況があった場合、確認の連絡がとれるようにするた

めです。

会2」受付簿

受付締は、手IJ用状況の確認のために使います。受恕した申請舎をもとに職員が記入して

ください。

予約

民利用されている方がいて、予約になる時は、『インターネット利用予約盤理券Jに、

と終了時間を記入して、申請者に渡してくださし、。なお、電話での予約や時間の

捻お受けできないものとします。

が開始時間より遅れてきた場合



1 .次に使いたい人がいない

~に予約が入っていませんので
窓口に現れた時間から 30分使うことかできます。

2.次に使いたい人がいる

iこ：~＝~＝＝~~~：：：：~！：：~~＝：ケえます。Mい山いう希望者
そして、遅れて現れた申請者には、次に待っていよ人がいる？め、整理券に記載されて

いる終了時間までしか使用できないことを伝えてください ー

2・4.利用

タイマーが 30分にセ ットされていることを確認し、利用者に渡します。パソコンのスイッ

列訴lj用者に直接入れても らってください。

2・6.終了

終了時聞がきて、利用者からタイマーを受け取ったら、時間を 30分にセットしなおし、

パソコンの電源をスタンパイ状態にしてください。

引き続き使いたいという申し出があった場合

終了時聞から 15分以上、時間をあけて再度申し込みをしてもらってください。申請書

を改めて出してもらう必要はありませんが、受付簿には記入してください。

随分以上経過して申請された時、使っている人がし、なければ、すぐに利用してもらい、

；っている人がし、た場合は、予約整理券をお渡しください。

想定される質問と回答

15分以上、待たなければいけないのかJ
脅しかないので、同じ人が連続して使う状況を少なくし、より多くの人に使ってもら

いと考えたからです。

~ づ、、みピ， <A.1m 人 ,v~ s・子、／グル＇ ' "' 
( iてr;'L 下る‘



延！崎市立図書館利用者インタ
ノーネノトバソコノ利Jr1のガイドライン

I. 利用目的

インターネ ット：＇こある傑々な情報を住民 へ提供十る』とで 個人の調査研究に役立

てる また、図書館の設備を充実させることで峨の利ふ荏進L図る。

2. 利用範囲

・ 図書館が選定した情報サイトの閲覧

・ その他、個人が調査研究のために必要なサイトの閲覧

3. 利用対象

・ パソコン経験者。ただし小笠子下は保護者の同伴を必要とする。

4. 利用方法

・ インターネットパソコン利用申込3を記入の上、職員の許可のもと利用すること

ができる。

5. 利用制限

下記の行為等は、図書館の端末を使用して行うことはできない。

個人が持ち込む各種ソフ トの使用

・ 公序良俗に反する（青少年にi＆~J；~科を与える等）有害サイトの閲覧
・ メールの送受信、チヤ ツトの使JTJ、掲示板への書き込み等の閲覧以外の行為

． 曲1像やソフトウェア等のダウンロード及び副像のプリントアウトの行為

個人の記録媒体（メモリーカード ・CD・F D等）の使用

他人への嫌がらせ、迷惑行為等

その他違法行為

6. 利用時間

受付時間 火曜から金曜午前 9II著から午後 6時 30分まで

土 ・日・祝日 午前9時から午後 4時 30分まで ：伶ι！っ
利用時間は原則 30分以内。たたし、次叫IJJIJ .(J・がいない場合、住空い主二ゲ些会

主主利用することができる。なお、 ＇illtitr等による F約受付は一切行わない。

7. 利用料金

無料とする。

8. 犠員の媛助
随員は必要があれば、検索に対する fドパイ Fえを行う。ただし、検索の代行は行わなb、。

9. 利用中止勧血

『5・利用制品Jに掲げる阪に酬 怜

川信~~；；：：~.a:：：~~ロ；；；；•：n：~；~，~：； －；~？：： 1= ・fンタ



「次に f•k(J/J ・ ノ，＿ ,・r 1，・ II I ／υ（／） （~＂ 紘 llにJJI.A IJ I If ·'i'I川んん ：~＜） づr＇~＇ ッ ' ,,.. h 

2. 次にf•)lIt‘／し‘ ） /J•l1 、 （，

機Jll！砂に~（i ~ ，，点｜ γ いる,fI I J 1111,';111 I J ／，，イ （／）ノ「IJIドlllf l ）ど／＇ J ,,fj’~ 1.;. I I l 七b シ／ II/ 

には、 ）.（.ぴ）,f見IvI 4・して （1%1J 1,，・1( f，ん J f ノ I: b・，

そして.jJ(-J- i~ －－r. J~~.,f i,/-11'1 fi11i r,'. ff (j'' .. ~ 't J ( ，，，乙ノ／；~,, ~I グノ 11f•111; ｛二1i' ；・ノ /'J r 

いる糾 r11.';: f llJ . J r~ 1.－んイリサ11r・ .~ 心』い l 11イ八／ r "'I Jい，

2・4.手lj月j

タイマーが：j（）分＇.... ・t：－ソ iよれ fい／.1 ｝合｛f(r,;!(. し ~llJIJ 名 γ Off. し 脅すむ ノノ J .／のノ／ノ
デfiflJ別：r.・に1r白区－λIしてもら勺「イ／’ムい，

2・5.終f

終了時聞がきて、手IJ川行からクイ J ~r｝•け jレゥ t· "'..1 II存 IHI を 3(j クI~ こやノ ..,, I，.九 J

パソコンの勉似合スクンハイU般にしγ／／戸いむ

・ ~I き統き｛史・いよていとい う ，, ，し／I¥ /J；タノウ／’場イ1

終了時聞から 15分以 I・:,II !t-rll J 12めi) {" 11f J!J ，，，しJλJノ・をしずもらうず〆たζい，

を改めて出してもらう必要はあり ：F.・ t.tんか、ゾイ r~Iには記入して／たさb 。

使っている人カ旬、なければ、す ぐ~... ,flJJf J してもらい、 ｛交うているノかハた場ι ｛土、 ~f’約

g監理券をお渡しください。

・ 想定される質問と削答

①『なぜ 15分以上、待たなければいけないのかJ

ー－ー



2受付から終了までの流れ

2・1.申請書

利用者よ り『インターネ ットパソコン ． 

認しても らい 申請書問ぞれの状況：：~~~：~： ~~~~－：~：！：， ：~~ラインを確
返た；；た~：~~~~~~~：に士で、 他の利府の目；触れいう袈

1 .利用カード、を作ったこ とがある（登録している） 人の場会

申請書の太枠の中 （氏名、利用者番号、年齢）のみ記入i；もらいますo

＊カードを忘れた人には、本人確認のため、二重線枠の中（生年月日、電話番号）もあわせ

て記入してもらいます。

2.利用カー ド・を作っていない（登録していなし、）人の場合

申請書の太枠 （氏名、年齢）と二重線枠の中（住所、電話番号）

・ 想定される質問と回答

①『年齢を書きたくなし寸

を記入してもらいます。

→どういった年代の人たちに利用されているのか統計をとり、図書館サービスの向とに役

立てるために、何十代であるかだけでもご記入いただけないでしょうか。ご理解ご協力

をお願いいたします。

＊それでも、どうしても書きたくないという場合は無記入でかまいません。

② 『住所、電話番号を書きたくなし寸

ーー，

2・2.受付簿

受付簿は、利用状況の確認のために使います。受理した申詰書をもとに職員が記入して

ください。

； ：；：；；ぶよZ；；：ゴ：；：.：，~＝~ゴ；ぶ（；；；．、口~：：：＼ ，：；~；
：·~などはお受けできないものとしますo

申’両者が開始時間より遅れてきた場合
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・図容館が選定した情報サイトの｜制民。

閲覧 1・その他、個人が調査研究のために必慢なサイトの閲覧。

設置目的に沿った適正なf11rr1をしていただくために、 。フ ノレ

山ます。川の特性 1二無山一ジやh従なペー；；~；~；~； ：：＇：~ 
プロ yクされるべきと思われるページがl羽lはできたりする場合がありますので、ご.flH
解、ご了承をお願いいたします。

利用者｜利用者ご自身で八ソコンをぬ作し、イ ンターネットを使った検索のできる方であれば、

ご利用いただけます。

できる

範囲

利用

方法

時間

料金

制限

『インターネッ トパソコン利用申込JトJに必要事項をご記入の上、職員におtliしくだ

さい。

受付時間火曜から金曜 午前 91時から午徒 6時 30分まで

土 ・日 ・祝日 午前 9附から午後 4時 30分まで

利用時間は 30分までです。 再度利川をご荷守！する場合は、終了時間jから 15分以 1ん

けて改めてお申し出く ださし、

無料です。

下配の利用等については禁止 しております。

外部から持ち込んだ各磁ソフトの他月j

・ 公序良俗に反する内容 （わし、せっ、恭力、残彪等）を含むサイトのI制覧

メーノレの送受信、 チャットの使用、指示阪への許き込み等の問覧以外の：戸1111

画像やソフトウェア等のダウンロード及cPJI可像のプリントアウト

記録媒体（メモ リーカード ・CJ）・ドI）守） の使用

他人への嫌がらせ、述忠行為守；

その他、法令等に違反する、 τiたi:t泣：反するおそれのあるこ と

これ らの事項に抵触する利用や、 ｛也の,fl川） I年のj遊感になる行為があったJb}t干上t J
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を中止することがあります，

免責事項

イ．ンターネットは、誰でも情報が発信できるという特f'lI:、ご覧になった情報が正しいとはl!J~
せん．当パソコンを利用して取得した約締について、またそれらをこ下Jj用になったことによ

応たいかなる損害についても、図書館は一切のUf:f：を負い主せん。

，，.上の賠償責任
作等による図書館及び接続先の機総ぞデータにf!l ·i~，： ι1-j，えた喝合の弁｛自や、 f ンターネ
に伴うトラブノレ、法的 ・社会的資｛日：t:flJJTJ：計ご1:1~·.rが負うものとします。

予告なく 内容を変·~する似合があり ~t ’·r。



プ一のJ《：ノコンはインタ－ネシト尊用端禾小j～

．研究用iこ」 J舌用くたさし、 t、（ 弘~~ 11 似~1での、’：＇flJ川 I l仁ιk弘tJん

lj用の際にはカウンタ一で申込み手し仁、・，：さしょ

ホームベーシの閲覧のみで＜I、

掲示板への書込み、メールの送受イ川 、ヂιタの保有なとはに~ ＊叫んn
ご利用時間はひとり30分以内で.J ・ l, 

ただし、次にお待ちの方がいない禍合lよ；治部者が

bれるまでご利用できますρ



インターネット利用
予約聾理券

月日

利用時間

インターネット利用
予約整理券

月日

インターネット利用
予約整理券

月日

利用時間〕〔 利用時間 〕〔

君＝~~~~ti~i: ii ？？？？車道！？長lj~i！~~；lt~~~：
， 



氏名

、
;,/ ．．．．． 

上位の利用に申し込みます。 ・7 ・v ，』〕J、ねますので、ご理解ください。

利用にあたり、延岡市立図書館の：：たガイド2仰向方針に同意します。

一一T・ 月

利用者番号
年齢

日 ＊ 

太
枠

利用カ~~~今思そ方は、ご本人である羽確認させていた三きますのJ ~ 
生年月日｜大昭平 I 電話番号 I 11 ~ 

住所

結喬

氏名

延岡
立図書館の利用カードをお持ちでない方は、下記もご記入ください。

都 道 ｜ 

府 県

一 一

ンターネット利用申込書
パソコンの操作や検索の代行はいたしかねますので、ご理解ください。

上記の利用に申し込みます。
利用にあたり、延岡市立図書館の定めたガイドラインの利用方針に同意します。

平成 年月 日

利用者番号 年齢

＊ 

太
枠
の

利用カー附忘れの方は ご本人であ以欄させていただきますので 2
1士いn I I II IC 

生年月日｜大昭平 電話番号 入
し
て
く
だ
さ

立図
館の利用カードをお持ちでない方は、 下記もご記入ください。

都道
府県

一
，．圃個困・

し
て
く
だ
さ



理フロー

利用者

ガイドラインを確認してもらう

登録なし 登録あり

太枠の中＋
二重線の中

（住所、電話番号）を
記入してもらう

カード忘れ

太枠の中＋
二重線の中
（生年月日、
電話番号）を
記入してもらう

カードあり

太粋の中のみ
記入してもらう

申請書に必要事項を記入してもらう

タイマーの時間を確認。
パソコンのスイッチを
入れてもらい、利用開始。

時間経過
終了

まだ使いたい

15分以上、時聞をあけてもらう。
時間経過後、利用者がいなければ、
すぐに利用してもらい、
利用者がいた場合は、予約してもら

つ。

' 

N。

窓口

受付簿に記入

他の人が
使用中？

Yes 

整理券に利用開始時間
を記入し、渡す

タイマーの時間を戻す。
パソコンをスタンバイ状態
にする。

、、

、、
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利用者 氏名 年齢 時間 回数1/8 0014241 森本康夫 43 26 
1/9 0828816 河野麻里 34 30 

1/12 志田朋博 44 30 
1/12 走、回朋博 44 30 2 
1/12 志田朋博 44 30 3 
1/12 0718215 甲斐塔子 39 30 
1/13 志田朋博 44 30 4 
1/13 志田朋博 44 30 5 
1 /13 0729270 後藤紗也加 14 32 
1/13 宏、回朋博 44 30 6 
1/13 志田朋博 44 19 7 
1/14 0661430 福富次郎 51 30 
1/14 0661430 福富次郎 51 20 2 
1/14 安藤征男 34 30 
1/14 0661430 福富次郎 51 26 3 
ν14 0869456 黒木善久 64 25 
1/14 0661430 福富次郎 51 25 4 
ν14白05985 甲斐淘太 16 3 
1/15 志田朗博 44 30 8 
1/15 志田朋博 44 30 9 
1/15 志田朗博 44 17 10 
ν15 0729270 後藤紗也加 14 30 2 
/1'.8 0809034 久保茜 34 28 
V拘 0981430 福富次郎 51 28 5 
ν18 0881430 福富次郎 51 30 6 
1 /18 0729270 後藤紗也加 14 30 3 
1 /16 0729270 後藤紗也加 14 33 4 
1 /16 0729270 後藤紗也加 14 ー 5 



務処理フロー

利用者

ガイドラインを確認してもらう

登録なし 登録あり

太枠の中＋
ニ電線の中

（住所、電話番号）を
記入してもらう

カード忘れ

太枠の中＋
二重線の中
（生年月日、
電話番号）を
記入してもらう

カードあり

太枠の中のみ
記入してもらう

申情書に必要事項を記入してもらう

タイマーの時聞を確認。
パソコンのスイッチを
入れてもらい、利用開始。

時間経過
終了

まだ使いたい

15分以上、時間をあけてもらう。
時間経過後、利用者がいなければ、
すぐに利用してもらい、
利用者がいた場合は、予約してもら

つ。

No 

窓口

受付簿に記入

他の人が
使用中？

Yes 

整理券に利用開始時間
を記入し、渡す

タイマーの時聞を戻す。
パソコンをスタンバイ状態
にする。




